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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の孔が形成され、排気中の騒音が通る内筒と、
　前記内筒の外側に設けられる外筒と、
　前記内筒及び前記外筒の軸方向の両端部に設けられ、前記内筒と前記外筒に固着される
端板とを備え、
　前記外筒の端部に内側に凹んだ段差部を形成し、
　前記端板の外側端部に嵌合部を形成し、
　前記嵌合部を前記段差部の外側に嵌合して前記嵌合部と前記段差部を固着し、
　前記内筒と前記外筒と前記端板とで囲まれた空間内に、長繊維材である消音材を内装す
ることを特徴とする自動車の排気系消音器。
【請求項２】
　前記外筒の軸方向の先端部を内側に屈曲することを特徴とする請求項１記載の自動車の
排気系消音器。
【請求項３】
　前記嵌合部と前記段差部とをレーザー溶接により固着することを特徴とする請求項１又
は２に記載の自動車の排気系消音器。
【請求項４】
　前記端板の基板に湾曲部を形成することを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の自
動車の排気系消音器。
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【請求項５】
　請求項１～４の何れかに記載の自動車の排気系消音器の製造方法であって、
　前記内筒の軸方向の一端側が一方の前記端板の略中央に形成されているスリーブに挿入
されるようにして前記一方の端板を配置し、前記一方の端板の前記スリーブと前記内筒を
固着する第１工程と、
　前記外筒の軸方向の一端側における前記段差部を前記一方の端板における前記嵌合部の
内側に嵌合するようにして圧入し、前記外筒を前記内筒の外側に配置する第２工程と、
　前記内筒の軸方向の他端側が他方の前記端板の略中央に形成されているスリーブに挿入
されるようにし、且つ前記他方の端板における前記嵌合部を前記外筒の軸方向の他端側に
おける前記段差部の外側に嵌合するようにして、前記他方の端板を圧入して配置する第３
工程と、
　前記他方の端板の前記スリーブと前記内筒を固着すると共に、前記一方の端板の前記嵌
合部と前記外筒の一端側の前記段差部とを固着し、前記他方の端板の前記嵌合部と前記外
筒の他端側の前記段差部とを固着する第４工程とを備えることを特徴とする自動車の排気
系消音器の製造
方法。
【請求項６】
　前記第２工程の後で前記第３工程の前に、前記内筒と前記外筒との間に、長繊維材であ
る消音材を充填する工程を備えることを特徴とする請求項５記載の自動車の排気系消音器
の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～４の何れかに記載の自動車の排気系消音器、又は請求項５又は６に記載の自
動車の排気系消音器の製造方法で製造された自動車の排気系消音器を装備することを特徴
とする自動車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車の排気系等に装備される消音器及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の排気系に装備される消音器として、外筒の軸方向の端部に端板を固定するもの
が知られている。この外筒と端板との固定は、外筒の軸方向の端部に端板の端部を全周に
亘って重ね巻きし、その重ね巻き部分にプレス加工を施す等によりカシメ部を形成し、更
に、カシメ部の筒体軸方向に於ける内端と外筒を溶接して行われるのが一般的である（特
許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２１２３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記消音器の外筒と端板との固定構造では、外筒の周面外側にカシメ部
が突出して突出部が生じ、その突出部のために排気系のレイアウトの自由度が損なわれる
という問題がある。また、車体の軽量化等の観点から、消音器にも軽量化が強く求められ
ているが、前記カシメ部は外筒と端板を巻き重ねて形成されるために重量が重くなり、軽
量化の要望に対応することができないという問題もある。
【０００５】
　本発明は上記問題点を解消するために提案するものであって、外筒の周面外側に突出す
る突出部を無くし、高い自由度の排気系のレイアウトを可能にすることができると共に、
軽量化することができる消音器及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の消音器は、多数の孔が形成され、排気中の騒音が通る内筒と、前記内筒の外側
に設けられる外筒と、前記内筒及び前記外筒の軸方向の両端部に設けられ、前記内筒と前
記外筒に固着される端板とを備え、前記外筒の端部に内側に凹んだ段差部を形成し、前記
端板の外側端部に嵌合部を形成し、前記嵌合部を前記段差部の外側に嵌合して前記嵌合部
と前記段差部を固着し、前記内筒と前記外筒と前記端板とで囲まれた空間内に、長繊維材
である消音材を内装することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の消音器は、前記外筒の軸方向の先端部を内側に屈曲することを特徴とす
る。
【０００８】
　また、本発明の消音器は、前記内筒と前記外筒との間に、長繊維材である消音材を内装
することを特徴とする。前記長繊維材は、例えばガラス繊維とすると好適であるが、それ
以外の長繊維材を用いてもよい。また、本発明では、消音材を用いる場合に、長繊維材以
外の消音材を用いることも可能である。
【０００９】
　また、本発明の消音器は、前記嵌合部と前記段差部とをレーザー溶接により固着するこ
とを特徴とする。尚、本発明では、嵌合部と段差部の溶接は、レーザー溶接とすると好適
であるが、それ以外の溶接によることも可能である。
【００１０】
　また、本発明の消音器は、前記端板の基板に湾曲部を形成することを特徴とする。前記
湾曲部は、複数箇所に形成するとより好適である。
【００１１】
　また、本発明の消音器の製造方法は、前記内筒の軸方向の一端側が一方の前記端板の略
中央に形成されているスリーブに挿入されるようにして前記一方の端板を配置し、前記一
方の端板の前記スリーブと前記内筒を固着する第１工程と、前記外筒の軸方向の一端側に
おける前記段差部を前記一方の端板における前記嵌合部の内側に嵌合するようにして圧入
し、前記外筒を前記内筒の外側に配置する第２工程と、前記内筒の軸方向の他端側が他方
の前記端板の略中央に形成されているスリーブに挿入されるようにし、且つ前記他方の端
板における前記嵌合部を前記外筒の軸方向の他端側における前記段差部の外側に嵌合する
ようにして、前記他方の端板を圧入して配置する第３工程と、前記他方の端板の前記スリ
ーブと前記内筒を固着すると共に、前記一方の端板の前記嵌合部と前記外筒の一端側の前
記段差部とを固着し、前記他方の端板の前記嵌合部と前記外筒の他端側の前記段差部とを
固着する第４工程とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の消音器の製造方法は、前記第２工程の後で前記第３工程の前に、前記内
筒と前記外筒との間に、長繊維材である消音材を充填する工程を備えることを特徴とする
。
【００１３】
　また、本発明の自動車は、本発明の消音器、又は本発明の消音器の製造方法で製造され
た消音器を装備することを特徴とする。本発明の自動車には、自動四輪車、自動二輪車な
ど適宜の自動車が含まれる。
【００１４】
　尚、本明細書開示の発明には、各発明や各実施形態の構成の他に、これらの部分的な構
成を本明細書開示の他の構成に変更して特定したもの、或いはこれらの構成に本明細書開
示の他の構成を付加して特定したもの、或いはこれらの部分的な構成を部分的な作用効果
が得られる限度で削除して特定した上位概念化したものも含まれる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明では、外筒端部の段差部の外側に端板の嵌合部を嵌合して嵌合部と段差部を固着
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することで、外筒の周面外側に突出する突出部を無くしてフラット化することが可能とな
り、高い自由度の排気系のレイアウトが可能となる。更に、前記フラット化により、外筒
や端板の形状を受ける治具に段差を設けないことも可能となり、治具類の簡略化を図るこ
とも可能となる。更に、前記フラット化により、美観や手触りの感触を向上することがで
きる。また、重量の嵩む、外筒と端板を巻き重ねるカシメ部を設けないことから、消音器
を軽量化し、軽量化に対する要望に対応することができる。また、カシメ部に必要な部材
を削減でき、カシメ工程を無くすことができることから、製造コストの低減や製造工程の
簡略化を図ることができる。
【００１６】
　また、外筒の軸方向の先端部を内側に屈曲することにより、段差部の外側への嵌合部の
嵌め込み、圧入を容易化することができる。また、内筒と前記外筒との間に長繊維材であ
る消音材を内装する場合等には、前記屈曲する外筒の先端部により、長繊維材の充填時等
に長繊維材を押えることが可能となり、長繊維材が溶接合わせ面など意図しない箇所に巻
き込まれることを防止できる。
【００１７】
　また、レーザー溶接は、非常に深い溶け込み深さが得られて高強度の固着が可能である
ものの、対象部材間に隙間が生ずると良好な溶接が困難となるが、嵌合状態の嵌合部と段
差部をレーザー溶接することにより、合わせ精度を向上し、確実に密接した状態の嵌合部
と段差部をレーザー溶接することが可能となり、レーザー溶接による確実な固着を行うこ
とができる。
【００１８】
　また、端板の基板に湾曲部を形成することにより、端板の強度を高めることができると
共に、内筒の熱膨張、熱収縮による変形を吸収することが可能となり、ひいては消音器の
強度や耐久性を向上することができる。更に、湾曲部を形成することにより、端板の嵌合
部を外筒の段差部に嵌め込み易くし、嵌合部と段差部の嵌合するための設定寸法に要求さ
れる精度を緩和することができる。
【００１９】
　また、本発明の消音器の製造方法では、内筒と固着して一方の端板を内筒に配置し、そ
の後に外筒の段差部を一方の端板の嵌合部に圧入して外筒を配置することにより、外筒を
正確な位置に簡単に配置することができる。更に、前記配置された外筒の段差部に対し、
他方の端板の嵌合部を圧入して他方の端板を配置することにより、他方の端板も正確な位
置に簡単に配置することができる。更に、正確に配置された内筒と外筒に対し、端板を固
着することにより、確実な固着が可能となる。また、外筒の配置後で他方の端板を配置す
る前に、内筒と外筒との間に長繊維材を充填することにより、簡単に所要の長繊維材を内
装することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の実施形態の消音器及びその製造方法について説明する。
【００２１】
　〔実施形態の消音器及びその製造方法〕
　本実施形態の消音器１０は、自動車の内燃機関の排気系に設けられるチャンバーであり
、図１及び図２に示すように、内筒２０と、内筒２０の外側に設けられる外筒３０と、外
筒３０の軸方向の両端部にそれぞれ設けられ、内筒２０と外筒３０とに固着される端板４
０と、内筒２０と外筒３０との間に内装される消音材の長繊維材５０とを備える。
【００２２】
　内筒２０は、円筒状の基部２１を有し、その中間部である基部２１の周面には多数の孔
２１１が形成されており、内筒２０を通る排気中の騒音が孔２１１を介して長繊維材５０
に達して消音されるようになっている。基部２１の両側には、断面視テーパ状の傾斜部２
２・２２が先細りとなるようにそれぞれ形成されており、また、傾斜部２２の先端部には
、基部２１より小径の筒状のスリーブ２３が形成されている。
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【００２３】
　外筒３０は、略円筒形の筒体であり、その中間部である基部３１の軸方向の両端部にそ
れぞれ段差部３２を有する。段差部３２は、基部３１の外周面よりも、端板４０の嵌合部
４３の板厚分程度で内側に凹んだ位置に設けられ、基部３１の外周面よりも内側に位置す
る縮径された面状部分である。外筒３０の軸方向の両方の先端部、即ち段差部３２の各先
端部には、先窄まりとなるように内側に傾斜して屈曲した屈曲部３３が形成されている。
【００２４】
　端板４０は、略円形の基板４１を有し、基板４１の略中央に貫通する筒状のスリーブ４
２が、基板４１に対する垂直軸方向の一方側（外側）に突出するように形成され、端板４
０の外側端部に相当する基板４１の外側端部には略直角に折り曲げて嵌合部４３が形成さ
れ、嵌合部４３はスリーブ４２と逆側である基板４１に対する垂直軸方向の他方側（内側
）に突出して延設されている。基板４１のスリーブ４２と嵌合部４３との間の中間部には
、他方側（内側）に突出するようにして断面視弧状の湾曲部４４が形成され、湾曲部４４
は略円形の基板４１に沿って一周するように周状に形成されている。本実施形態では、断
面視において、２箇所に湾曲部４４・４４が形成されているが、湾曲部４４は３箇所以上
の複数箇所或いは単一の箇所に形成することが可能である。
【００２５】
　消音材である長繊維材５０には、ガラス繊維材を用いると好適であるが、ガラス繊維材
以外の消音材として機能する長繊維材を用いてもよい。尚、本発明では長繊維材以外の消
音材を用いることも可能である。
【００２６】
　消音器１０の外筒３０は、内筒２０の基部２１及び傾斜部２２の外側に位置するように
配置され、その外筒３０と内筒２０との間には長繊維材５０が充填されている。そして、
外筒３０の軸方向の両端部に端板４０・４０がそれぞれ配設され、外筒３０の軸方向の先
端部と内筒２０との間の開口が端板４０で閉塞される。
【００２７】
　端板４０は、嵌合部４３が内筒２０の軸方向の内側、スリーブ４２が内筒２０の軸方向
の外側になるようにして、スリーブ４２が内筒２０のスリーブ２３の外側に嵌合され、且
つ嵌合部４３が外筒３０の段差部３２の外側に嵌合されている。スリーブ４２とスリーブ
２３は溶接部位Ｗ１のＭＩＧ溶接或いはスポット溶接等により固着され、嵌合部４３と段
差部３２は好適には溶接部位Ｗ２のレーザー溶接等により固着されており、端板４０は内
筒２０と外筒３０とにそれぞれ固着されている。
【００２８】
　本実施形態の消音器１０を製造する工程の例としては、図３に示すように、先ず内筒２
０の軸方向の一端側に一方の端板４０を配置する。一方の端板４０を配置する際には、一
方の端板４０のスリーブ４２が内筒２０の軸方向の外側、嵌合部４３が前記軸方向の内側
になるように配置して、内筒２０の軸方向の一端側から、内筒２０の一端側のスリーブ２
３に一方の端板４０のスリーブ４２を外嵌めし、換言すれば一端側の内筒２０のスリーブ
２３が一方の端板４０のスリーブ４２に挿入されるようにする。そして、一方の端板４０
のスリーブ４２と内筒２０のスリーブ２３とを、溶接部位Ｗ１におけるＭＩＧ溶接或いは
スポット溶接の溶接等により固着し、内筒２０の軸方向の内側に嵌合部４３が延設される
ようにして、一方の端板４０と内筒２０とを固着する。
【００２９】
　その後、図４に示すように、内筒２０の軸方向の他端側から外筒３０を内筒２０の外側
に外挿し、外筒３０の軸方向の一端側における段差部３２を一方の端板４０における嵌合
部４３の内側に嵌合するようにして圧入して、外筒３０を内筒２０の外側に位置決めして
配置する。嵌合して密接される一方の端板４０の嵌合部４３と外筒３０の段差部３２との
接触面は、後述する一方の端板４０と外筒３０とを溶接して固着する際の溶接合わせ面と
なる。
【００３０】
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　次いで、図５に示すように、内筒２０と外筒３０との間の空間、即ち内筒２０と外筒３
０と一方の端板４０で囲まれた空間内に、消音材である長繊維材５０を吹き込み等により
充填する。長繊維材５０の充填工程では、外筒３０の軸方向端部に形成されている内側に
屈曲する屈曲部３３により、長繊維材５０を押え、密接する一方の端板４０の嵌合部４３
と段差部３２による溶接合わせ面等に長繊維材５０が入り込むことを防止することができ
る。
【００３１】
　その後、図６に示すように、内筒２０の軸方向の他端側に他方の端板４０を配置する。
他方の端板４０を配置する際には、他方の端板４０のスリーブ４２が内筒２０の軸方向の
外側、嵌合部４３が前記軸方向の内側になるように配置して、内筒２０の軸方向の他端側
から、内筒２０の他端側のスリーブ２３に他方の端板４０のスリーブ４２を外嵌めし、換
言すれば他端側の内筒２０のスリーブ２３が他方の端板４０のスリーブ４２に挿入される
ようにする。同時に、他方の端板４０の嵌合部４３を、位置決めされている外筒３０の軸
方向の他端側における段差部３２の外側に圧入して外嵌めし、他方の端板４０を内筒２０
の外側に位置決めして配置する。嵌合して密接される他方の端板４０の嵌合部４３と外筒
３０の段差部３２との接触面は、後述する一方の端板４０と外筒３０とを溶接して固着す
る際の溶接合わせ面となる。
【００３２】
　その後、他方の端板４０のスリーブ４２と内筒２０のスリーブ２３とを、溶接部位Ｗ１
におけるＭＩＧ溶接或いはスポット溶接の溶接等により固着すると共に、一方の端板４０
の嵌合部４３と外筒３０の一端側の段差部３２との溶接合わせ面を、溶接部位Ｗ２におけ
るレーザー溶接により固着し、他方の端板４０の嵌合部４３と外筒３０の他端側の段差部
３２との溶接合わせ面を、溶接部位Ｗ２におけるレーザー溶接により固着する。これによ
り、消音器１０が完成する。
【００３３】
　本実施形態の消音器１０は、外筒３０の端部の段差部３２の外側に端板４０の嵌合部４
３を嵌合して嵌合部４３と段差部３２を固着することにより、外筒３０の基部３１の外周
面と嵌合部４３の外周面とを略面一にしてフラット化する等で、外筒３０の周面外側に突
出する突出部を無くすことが可能となり、これにより高い自由度の排気系のレイアウトが
可能となる。更に、前記フラット化により、外筒３０や端板４０の形状を受ける治具に段
差を設けないことも可能となり、治具類の簡略化を図ることも可能となると共に、美観や
手触りの感触を向上することができる。また、重量の嵩む、外筒２０と端板４０を巻き重
ねるカシメ部を設けないことから、消音器１０を軽量化することができ、また、カシメ部
に必要な部材を削減でき、カシメ工程を無くすことができることから、製造コストの低減
や製造工程の簡略化を図ることができる。
【００３４】
　また、外筒３０の軸方向の先端部に内側に屈曲する屈曲部３３を設けることにより、段
差部３１の外側への嵌合部４３の嵌め込み、圧入を容易化することができる。また、内筒
２０と外筒３０との間の長繊維材５０の内装において、屈曲部３３により、長繊維材５０
の充填時等に長繊維材５０を押えることが可能となり、長繊維材５０が溶接合わせ面など
意図しない箇所に巻き込まれることを防止できる。また、嵌合部４３と段差部３２とをレ
ーザー溶接で固着する場合には、嵌合状態の嵌合部４３と段差部３２をレーザー溶接する
ことにより、合わせ精度を向上し、確実に密接した状態の嵌合部４３と段差部３２をレー
ザー溶接することが可能となり、確実な固着を行うことができる。また、端板４０の基板
４１に湾曲部４４を形成することにより、端板４０の強度を高めることができると共に、
内筒２０の熱膨張、熱収縮による変形を吸収することが可能となり、ひいては消音器１０
の強度や耐久性を向上することができる。
【００３５】
　また、上記消音器の製造方法では、内筒２０と固着して一方の端板４０を内筒に配置し
、その後に外筒３０の段差部３１を一方の端板４０の嵌合部４３に圧入して外筒３０を配
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置された外筒３０の段差部３２に対し、他方の端板４０の嵌合部４３を圧入して他方の端
板４０を配置することにより、他方の端板４０も正確な位置に簡単に配置することができ
る。更に、正確に配置された内筒２０と外筒３０に対し、端板４０を固着することにより
、確実な固着が可能となる。また、外筒３０の配置後で他方の端板４０を配置する前に、
内筒２０と外筒３０との間に長繊維材５０を充填することにより、簡単に所要の長繊維材
５０を内装することができる。
【００３６】
　〔実施形態の変形例等〕
　本発明は上記実施形態の消音器１０や消音器１０の製造方法に限定されず、各種の変形
が可能である。例えば上記実施形態の消音器は、チャンバーとしたが、本発明にはサイレ
ンサーなど適宜の消音器が含まれ、又、長繊維材５０を設けない消音器も含まれる。また
、内筒２０、外筒３０は、その基本的な形状を円筒、楕円筒、四角筒・六角筒など多角形
の筒体等、適宜の筒形状とすることが可能である。また、内筒２０と端板４０との固着、
又は外筒３０と端板４０の固着は、上記溶接による固着に限定されず、適宜の方法で固着
することが可能であり、又、内筒２０又は外筒３０の周方向に沿って周状に固着すると強
度が高まって好適であるが、前記周方向に沿って点状に固着することも可能である。また
、消音器１０は、自動二輪車、自動四輪車など適宜の自動車の排気系に設置することが可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は、自動車の排気系等に装備される消音器やその製造に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】実施形態の消音器を示す一部縦断側面図。
【図２】図１の消音器の端板とその周辺領域を示す縦断側面図。
【図３】内筒の一端側に一方の端板を取り付けた状態を示す縦断側面図。
【図４】内筒と一方の端板で構成される構造体に外筒を取り付けた状態を示す縦断側面図
。
【図５】内筒と一方の端板と外筒で構成される構造体に長繊維材を充填した状態を示す縦
断側面図。
【図６】内筒と一方の端板と外筒で構成され、長繊維材を充填された構造体に他方の端板
を取り付けた状態を示す縦断側面図。
【符号の説明】
【００３９】
１０…消音器　２０…内筒　２１…基部　２１１…孔　２２…傾斜部　２３…スリーブ　
３０…外筒　３１…基部　３２…段差部　３３…屈曲部　４０…端板　４１…基板　４２
…スリーブ　４３…嵌合部　４４…湾曲部　５０…長繊維材　Ｗ１、Ｗ２…溶接部位
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